
事業承継促進事業補助金
市内中小企業者に対し、事業承継にかかる費用を支援します。

新潟県魚沼市

助成型（※2）

事業継承

申請時点において、市内に住所又は事業所を有する中小企業者のうち、市内で3年以上継
続して同一事業を営む者又は市内で3年以上継続して同一事業を営む者から事業承継を受
け、補助金交付後も市内で継承した事業を継続して行う意思のある者 等

～

補助対象経費の1/2以内、50万円上限
1補助対象者につき1回限り

対象経費：初期診断料、課題分析に要する費用、コンサルティング料、企業価値及び譲渡
価格算定に要する費用、企業概要書の作成に要する費用、事業承継又はM&A計画の作成に
要する費用、M&A仲介又はマッチング手数料、デューデリジェンスに要する費用、事業承
継に伴うサイン変更に要する費用、事業承継周知を目的とした広告宣伝に要する費用

産業経済部 商工課
電話：03-6635-2021

https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/1012222.html
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